
パレスチナ問題における人道的支援の継続と停戦に向けた主導的な 

働きかけを求める意見書 

 

 今年１０月７日、イスラム組織ハマスによるイスラエルへの大規模な軍事衝突に端を発し

たハマスとイスラエル軍の戦闘において、多くの人々が犠牲になっています。特に、パレス

チナ暫定自治区ガザ地区では、教会や学校、病院等が爆撃によって破壊され、さらに人の移

動や物資の供給が大きく制限される中、電力や食糧、医薬品等の不足が深刻な状況にありま

す。また、大半の病院で機能が損なわれ、負傷者のみならず病人や新生児、幼い子どもまで

もが尊い命を奪われています。私たち世田谷区議会は、民間人を無用に巻き込む攻撃は断じ

て容認できるものではなく、人命が脅かされる凄惨な状況に大変胸を痛めております。 

 ガザ地区での戦闘激化を受け、日本政府は、水や食料、医療物資などの支援を速やかに実

行に移すとともに、外務大臣のイスラエルやパレスチナ自治区への派遣、さらに日本が議長

国である G7 外相会合では、ガザで続く戦闘の人道的休止と人道回廊を求める共同声明を取

りまとめるなど、人道的な支援及び、公正で永続的で安全な平和解決の道筋をつける取り組

みを進めています。しかし、事態の早期沈静化は未だ見通すことができず、今後も、周辺各

国との停戦に向けたさらなる協議、外交努力を尽くすことが重要です。 

 また、日本は、本年９月に３回目となる「日・アラブ政治対話」を実現するなど、これま

でアラブ諸国と良好な関係を築いてきました。特に、３回目の対話で、日本は３つの柱を打

ち出し、その中の一つに「平和への定着に向けた取り組み」をあげました。情勢が不安定な

国に対する支援の継続、協力の促進、安全保障面での協力等を進めていくことを呼びかけて

います。こうしたことからも、政府においては、人道的支援の継続、恒久的な停戦の実現に

向け、国際社会の架け橋となって主導的な役割を果たしていただくことを強く求めます。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。  
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